
印西地区環境整備事業組合制限付き一般競争入札実施要領 

 

制定 平成２３年３月３１日 

改正 平成２７年５月１日 

平成２８年５月１日 

平成３０年４月１７日 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、地方自治法（昭和 22年法律第 67号、以下「法」という。）

第２３４条第１項に規定する一般競争入札のうち、地方自治法施行令（昭和 22

年政令第 16号。以下「令」という。）の規定による一般競争入札参加者に資格

を定める入札（以下「制限付き一般競争入札」という。）を行う場合において、

印西地区環境整備事業組合規則の準用に関す規則（昭和 51年規則第 3号）によ

り準用する印西市契約事務規則（平成 18年規則第 19号。以下「規則」という。）

に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要領において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めると

ころによる。 

 （１）契約担当課長 

    契約を担当する課の長をいう。 

 （２）事業担当課長 

    事業を実施する課等の長をいう。 

 （対象事業） 

第３条 対象とする事業は、次の各号に掲げる事業とする。ただし、目的物の引 

 渡日が制限されるなど特別な事由がある場合又は、制限付き一般競争入札によ 

り実施したが、入札不調等の措置となった場合については、規則第１６条の

規定する指名競争入札又は令１６７条の２第８号の規定による随意契約とす

ることができるものとする。 

 （１）建設工事又は製造その他についての請負契約（以下「工事」という。）で、 

予定価格（予定価格決定前は設計金額とする。）１千万円以上のもの。なお、

対象金額については当分の間試行とする。 

 （２）財産の買入れの契約（以下「買入れ」という。）で、予定価格（予定価格

決定前は、設計金額とする。）８０万円を超えるもの 

 （入札参加者の資格要件） 

第４条 入札参加者は、令第１６７条の４の規定に該当する者のほか、次の各号の 

いずれかに該当する場合は、当該入札に参加することはできない。 



（１）印西地区環境整備事業組合建設工事等入札参加資格者登録名簿に登載され

ていない者 

（２）印西地区環境整備事業組合建設工事請負業者等指名停止措置要領に基づく

指名停止を当該事業の公告の日から入札日までの間受けている者 

（３）手形交換所による取引停止処分を受けてから２年間を経過しない者 

（４）当該事業の入札日前６か月以内に手形、小切手を不渡りした者 

（５）会社更生法の適用申請した者で同法に基づく裁判所からの更生手続き開 

  始決定がされていない者 

（６）民事再生法の適用申請した者で同法に基づく裁判所からの再生手続き開 

  始決定がされていない者 

（７）印西地区環境整備事業組合契約に係る暴力団対策措置要綱（平成 29年訓

令第 1号）の別表に規定する措置要件に該当する者 

２ 前項に規定する場合のほか、令第１６７条の５第１項に規定する契約の種類及 

 び金額に応じ、工事、製造又は販売等の実績、従業員の数、資本の額その他の経

営の規模及び状況を要件とする資格を定めた場合は、当該資格要件を有するもの

でなければ参加できない。 

３ 事業の性質又は目的により、当該入札を適正かつ合理的に行うため特に必要が

あると認めるときは、令第１６７条の５の２に規定する事業所の所在地、当該契

約に係る工事等についての経験、技術的適正の有無等に関する必要な資格を定め

ることができる。当該資格要件を定めた場合は、その資格要件を有するものでな

ければ参加できない。 

４ 前項に規定する資格要件の設定に関する基準は、別に定める。 

 （入札等審査会） 

第５条 管理者は、制限付き一般競争入札を執行しようとするときは、あらか

じめ、印西地区環境整備事業組合入札等審査会（以下「審査会」という。）

に次の事項を諮り、意見を聞くものとする。 

 （１）入札参加資格要件の設定 

 （２）資格確認資料作成説明会及び資料のヒアリングの必要性の有無  

 （３）申請者の資格の有無の確認 

 （当該事業の資格要件の決定） 

第６条 当該事業の資格要件は、審査会の意見を聞いて、管理者が決定する。 

２ 事業担当課長は、契約担当課長と協議の上、制限付き一般競争入札参加資

格要件等設定資料（別記第１号様式）を作成し、審査会に提出しなければな

らない。 

 （当該事業の公告） 

第７条 管理者は、令第１６７条の６及び規則第６条の規定により、公告（別



記第２号様式）するものとする。 

 （設計図書等の縦覧及び配付） 

第８条 契約担当課長においては、公告後速やかに、印西地区環境整備事業組

合工事等入札約款（以下「入札約款」という。）及び当該事業に係る契約書

の案を配布し（電磁的な方法により配布したものを含む。）、事業担当課長

においては、設計図書、仕様書及びその他参考図書（以下「設計図書等」と

いう。）の縦覧若しくは配布等（電磁的な方法により配布したものを含む。）

の措置を行うものとする。 

２ 配布した資料は、入札執行時間前に、当該資料を配付した課へ返却するも

 のとする。ただし、電磁的な方法により配布したものは除く。 

 （資格確認の申請） 

第９条 当該事業の入札に参加を希望する者は、制限付き一般競争入札参加資

格確認申請書（別記第３号様式、以下「資格確認資料」という。）に必要な

事項を記載し、公告で定められた方法により、申請期日までに１部提出しな

ければならない。 

２ 契約担当課長は、前項の提出を受け、その内容を確認し、受付印を押印し

た申請書の写しを返却するものとする。 

 （入札参加資格の確認） 

第１０条 契約担当課長は、提出された資格確認資料に基づき、制限付き一般

競争入札参加資格確認申請者一覧（別記第４号様式）及び制限付き一般競争

入札参加資格確認書（別記第５号様式）を作成し、審査会に提出するものと

する。 

２ 管理者は、審査会の意見を聞いて資格の有無について承認するものとする。 

３ 資格の有無の確認は、申請期限日をもって行うものとする。 

 （確認結果の通知） 

第１１条 管理者は、資格の確認結果を申請期限日から原則として10日以内に、

制限付き一般競争入札参加資格確認結果通知書（別記第６号様式）により通

知するものとする。 

 （無資格者への理由説明） 

第１２条 資格がないと認められた者のうち異議ある者は、前条の通知の日か

ら５日以内に書面をもって管理者に説明を求めることができる。 

２ 管理者は、前項の説明を求められた日から５日以内に書面をもって回答す

るものとする。 

 （入札の執行） 

第１３条 入札の執行は、次の各号に掲げる場合、取りやめるものとする。た

だし、特別な事情がある場合は、この限りでない。 

（１）資格確認申請書の提出者及び資格確認の結果、資格を有すると認めら

れた者が１人であるとき。ただし、第３条第１項第２号に規定する事業



の実施を除く。 

（２）その他特別な事由があるとき。 

２ 入札の執行にあたっては、別に定める入札約款等のとおりとする。ただし、

入札約款等に定めのない事項等特別な事由があるときは、第７条に規定する

公告に明記し、入札の執行をすることができるものとする。 

（質問及び回答） 

第１４条 設計図書等に疑義がある者は、原則として、質問書の提出期限日ま

でに、事業担当課長に、書面により持参又は郵送で提出するものとする。た

だし、あらかじめ、当該事業の公告等に明記した場合は、電磁的な措置によ

る提出も有効とする。 

２ 事業担当課長は、前項の規定に提出された質問書に対する回答は、回答期 

限日までに書面により回答するものとする。ただし、あらかじめ、当該事業 

の公告等に明記した場合は、電磁的な措置による回答も有効とする。 

３ 事業担当課長は、前二項に規定する質問書及び回答書の写しを、入札期限 

日までに、契約担当課長に提出するものとする。 

（秘密の保持） 

第１５条 申請者から提出された資格確認資料は、申請者に返還せず、また次

条各号に掲げる事項を除き、これを公表しないものとする。 

（情報の公開等） 

第１６条 契約担当課長は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する

法律（平成12年法律第127号）第８条及び同法施行令（平成13年政令第34号）

第７条の規定により、次の各号に定める事項を契約担当課において、掲示又

は閲覧方式により公表するものとする。 

（１）第４条に係る資格の要件は、告示、掲示又は閲覧をもって公表する。 

（２）入札参加資格を認めた申請者の商号又は名称及びその理由は、入札執

行後、制限付き一般競争入札参加資格結果一覧（別記第８号様式）によ

り閲覧の方法をもってこれを公表する。 

（３）入札参加資格がないと認めた申請者の商号又は名称及びその理由は、

入札執行後、制限付き一般競争入札参加資格結果一覧（別記第８号様式）

により閲覧の方法をもってこれを公表する。 

（応募資料の虚偽記載） 

第１７条 提出された応募資料が明らかに虚偽であり、管理者が特に注意を喚

起する必要がある場合には、書面で通知するものとする。 

２ 前項の規定により通知をした場合、悪質と認められる者は、指名停止又

は資格抹消等の措置を講ずることもできるものとする。 

（補則） 

第１８条 この要領に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、関係部局と協

議しその都度定めるものとする。 



 

附 則 

この要領は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則（平成２７年５月１日） 

この要領は、平成２７年５月１日から施行する。 

附 則（平成２８年５月１日） 

この要領は、平成２８年５月１日から施行する。 

附 則（平成３０年４月１７日） 

この要領は、平成３０年５月１日から施行する。 

 


